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議 事 日 程 第 ６ 号

平成１９年３月２３日（金曜日）

午 前 １０ 時 開 議

日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第２ 委員会の閉会中の継続審査について

－２４４－



日程第３ 議案第８号 笠間市行政組織条例及び笠間市行政改革推進委員会設置条例の一

部を改正する条例

議案第９号 笠間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第10号 笠間市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

議案第11号 笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例

議案第12号 笠間市副市長の定数を定める条例

議案第13号 笠間市職員定数条例等の一部を改正する条例

議案第14号 笠間市と城里町の消防事務委託の廃止について

議案第15号 笠間市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正する

条例

議案第16号 笠間市手数料条例の一部を改正する条例

日程第４ 議案第17号 笠間市農業集落排水事業市債償還基金条例

議案第18号 笠間市都市公園条例の一部を改正する条例

日程第５ 議案第19号 笠間市民体育館の設置及び管理に関する条例

議案第20号 笠間市岩間総合運動公園の設置及び管理に関する条例

議案第21号 笠間市笠間武道館の設置及び管理に関する条例

議案第22号 笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例

日程第６ 議案第29号 字の区域の変更について

日程第７ 議案第30号 市道路線の廃止及び認定について

日程第８ 議案第31号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更について

議案第32号 茨城租税債権管理機構規約の変更について

日程第９ 議案第33号 笠間地方広域事務組合規約の変更について

議案第34号 笠間・水戸環境組合規約の変更について

議案第35号 茨城地方広域環境事務組合規約の変更について

議案第36号 筑北環境衛生組合規約の変更について

議案第37号 水戸地方広域市町村圏事務組合規約の変更について

日程第10 議案第49号 平成19年度笠間市一般会計予算

議案第50号 平成19年度笠間市国民健康保険特別会計予算

議案第51号 平成19年度笠間市老人保健特別会計予算

議案第52号 平成19年度笠間市介護保険特別会計予算

議案第53号 平成19年度笠間市介護サービス事業特別会計予算

議案第54号 平成19年度笠間市公共下水道事業特別会計予算

議案第55号 平成19年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

議案第56号 平成19年度笠間市立病院事業会計予算
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議案第57号 平成19年度笠間市笠間水道事業会計予算

議案第58号 平成19年度笠間市友部水道事業会計予算

議案第59号 平成19年度笠間市岩間水道事業会計予算

議案第60号 平成19年度笠間市工業用水道事業会計予算

日程第11 議案第61号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

議案第62号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

議案第63号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

議案第64号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

議案第65号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

日程第12 議案第66号 笠間市監査委員の選任に同意を求めることについて

日程第13 委員会 提 出 議 案 第 2 号 笠間市議会委員会条例の一部を改正する条例

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第２ 委員会の閉会中の継続審査について

日程第３ 議案第８号 笠間市行政組織条例及び笠間市行政改革推進委員会設置条例の

一部を改正する条例

議案第９号 笠間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第10号 笠間市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条

例

議案第11号 笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例

議案第12号 笠間市副市長の定数を定める条例

議案第13号 笠間市職員定数条例等の一部を改正する条例

議案第14号 笠間市と城里町の消防事務委託の廃止について

議案第15号 笠間市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正す

る条例

議案第16号 笠間市手数料条例の一部を改正する条例

日程第４ 議案第17号 笠間市農業集落排水事業市債償還基金条例

議案第18号 笠間市都市公園条例の一部を改正する条例

日程第５ 議案第19号 笠間市民体育館の設置及び管理に関する条例

議案第20号 笠間市岩間総合運動公園の設置及び管理に関する条例

議案第21号 笠間市笠間武道館の設置及び管理に関する条例

議案第22号 笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例

日程第６ 議案第29号 字の区域の変更について
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日程第７ 議案第30号 市道路線の廃止及び認定について

日程第８ 議案第31号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更について

議案第32号 茨城租税債権管理機構規約の変更について

日程第９ 議案第33号 笠間地方広域事務組合規約の変更について

議案第34号 笠間・水戸環境組合規約の変更について

議案第35号 茨城地方広域環境事務組合規約の変更について

議案第36号 筑北環境衛生組合規約の変更について

議案第37号 水戸地方広域市町村圏事務組合規約の変更について

日程第10 議案第49号 平成19年度笠間市一般会計予算

議案第50号 平成19年度笠間市国民健康保険特別会計予算

議案第51号 平成19年度笠間市老人保健特別会計予算

議案第52号 平成19年度笠間市介護保険特別会計予算

議案第53号 平成19年度笠間市介護サービス事業特別会計予算

議案第54号 平成19年度笠間市公共下水道事業特別会計予算

議案第55号 平成19年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

議案第56号 平成19年度笠間市立病院事業会計予算

議案第57号 平成19年度笠間市笠間水道事業会計予算

議案第58号 平成19年度笠間市友部水道事業会計予算

議案第59号 平成19年度笠間市岩間水道事業会計予算

議案第60号 平成19年度笠間市工業用水道事業会計予算

日程第11 議案第61号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

議案第62号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

議案第63号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

議案第64号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

議案第65号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

日程第12 議案第66号 笠間市監査委員の選任に同意を求めることについて

日程第13 委員会 提 出 議 案 第 2 号 笠間市議会委員会条例の一部を改正する条例

午前１０時０２分開議

開議の宣告

○議長（石崎勝三君） 皆さんおはようございます。

ご報告申し上げます。

ただいまの出席議員は全員であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
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本日の会議に、地方自治法第 121条の規定により出席を求めた者及び議会事務局職員の

出席者は、お手元に配付いたしました資料のとおりです。

議事日程の報告

○議長（石崎勝三君） 日程についてご報告申し上げます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといた

します。

これより議事日程に入ります。

会議録署名議員の指名

○議長（石崎勝三君） 日程第１、会議録署名議員を指名いたします。

会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、４番野口 圓君、６番鈴木裕士君を

指名いたします。

委員会の閉会中の継続審査について

○議長（石崎勝三君） 日程第２、委員会の閉会中の継続審査についてを議題といたしま

す。

総務委員会の委員長から、現在当委員会で審査中の陳情第19－１号入札制度に関する陳

情書は、会議規則第 104条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり閉会中の継続

審査の申し出があります。

お諮りいたします。

委員からの申し出のとおり、閉会中の継続審査にすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、委員長の申し出のとおり閉会中

の継続審査とすることに決定いたしました。

議案第 ８号 笠間市行政組織条例及び笠間市行政改革推進委員会設置条例の一部を改

正する条例

議案第 ９号 笠間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第１０号 笠間市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

議案第１１号 笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例
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議案第１２号 笠間市副市長の定数を定める条例

議案第１３号 笠間市職員定数条例等の一部を改正する条例

議案第１４号 笠間市と城里町の消防事務委託の廃止について

議案第１５号 笠間市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正する条例

議案第１６号 笠間市手数料条例の一部を改正する条例

○議長（石崎勝三君） 日程第３、今期市議会定例会において総務委員会に付託になりま

した議案第８号 笠間市行政組織条例及び笠間市行政改革推進委員会設置条例の一部を改

正する条例から議案第16号 笠間市手数料条例の一部を改正する条例までの９議案を一括

議題といたします。

総務委員会委員長から審査の経過と結果についてご報告を願います。

委員長海老澤 勝君。

〔総務委員長 海老澤 勝君登壇〕

○総務委員長（海老澤 勝君） 今期市議会定例会において総務委員会に付託になりまし

た案件について、審査の経過と結果を会議規則第39条第１項の規定に基づきご報告申し上

げます。

当委員会は、３月12日午前10時から第１委員会室において開催し、委員全員出席、執行

部より関係部課長等の出席を求め、審査を行いました。

審査は、議案第８号 笠間市行政組織条例及び笠間市行政改革推進委員会設置条例の一

部を改正する条例、議案第９号 笠間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、

議案第10号 笠間市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例、議案第

11号 笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例、議案第12号 笠間市副市長の定数を定める条例、議案第13号 笠間市職員定数条例

等の一部を改正する条例、議案第14号 笠間市と城里町の消防事務委託の廃止について、

議案第15号 笠間市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正する条例、議

案第16号 笠間市手数料条例の一部を改正する条例の議案９件であり、各議案について

は、それぞれ執行部より説明を受け、各委員からの質疑があり、執行部から答弁がなされ

ました。

審査の結果、議長あてに提出しました委員会審査報告書のとおり、議案第８号ないし議

案第16号については、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定した次第であり

ます。

各議員におかれましては、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げま

して、報告といたします。

○議長（石崎勝三君） 委員長の報告が終わりました。

これより委員長報告に対する質疑を行います。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） 質疑を終わります。

これより討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終わります。

これより採決に入ります。

初めに、議案第８号 笠間市行政組織条例及び笠間市行政改革推進委員会設置条例の一

部を改正する条例を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第９号 笠間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決いたし

ます。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第10号 笠間市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例を

採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第11号 笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第12号 笠間市副市長の定数を定める条例を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第13号 笠間市職員定数条例等の一部を改正する条例を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第14号 笠間市と城里町の消防事務委託の廃止についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第15号 笠間市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正する条

例を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第16号 笠間市手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

議案第１７号 笠間市農業集落排水事業市債償還基金条例

議案第１８号 笠間市都市公園条例の一部を改正する条例

○議長（石崎勝三君） 日程第４、今期市議会定例会において土木建設委員会に付託にな

りました議案第17号 笠間市農業集落排水事業市債償還基金条例及び議案第18号 笠間市

都市公園条例の一部を改正する条例を一括議題といたします。
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土木建設委員会委員長から審査の経過と結果についてご報告願います。

委員長常井好美君。

〔土木建設委員長 常井好美君登壇〕

○土木建設委員長（常井好美君） ただいまご紹介いただきました常井でございます。

今期市議会定例会において土木建設委員会に付託されました案件について、審査の経過

と結果を会議規則第39条第１項の規定に基づきご報告申し上げます。

当委員会は、３月12日午前10時から第４委員会室において開催し、委員全員出席、執行

部より関係部課長等の出席を求め、審査を行いました。

審査は、議案第17号 笠間市農業集落排水事業市債償還基金条例、議案第18号 笠間市

都市公園条例の一部を改正する条例の２議案であり、執行部より説明を受け、各委員から

の質疑があり、執行部から答弁がなされました。

審査の結果、議長あてに提出いたした委員会審査報告書のとおり、議案第17号 笠間市

農業集落排水事業市債償還基金条例及び議案第18号 笠間市都市公園条例の一部を改正す

る条例については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、各

議員におかれましては、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、

報告といたします。

○議長（石崎勝三君） 委員長の報告が終わりました。

これより委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） 質疑を終わります。

これより討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終わります。

これより採決に入ります。

初めに、議案第17号 笠間市農業集落排水事業市債償還基金条例を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第18号 笠間市都市公園条例の一部を改正する条例を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

ここで、資料配付のため暫時休憩をいたします。
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午前１０時１９分休憩

午前１０時２０分再開

○議長（石崎勝三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第１９号 笠間市民体育館の設置及び管理に関する条例

議案第２０号 笠間市岩間総合運動公園の設置及び管理に関する条例

議案第２１号 笠間市笠間武道館の設置及び管理に関する条例

議案第２２号 笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例

○議長（石崎勝三君） 日程第５、今期市議会定例会において文教厚生委員会に付託にな

りました議案第19号 笠間市民体育館の設置及び管理に関する条例から議案第22号 笠間

市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例の４議案を一括議題といたします。

文教厚生委員会委員長から審査の経過と結果についてご報告願います。

委員長海老澤勝男君。

〔文教厚生委員長 海老澤勝男君登壇〕

○文教厚生委員長（海老澤勝男君） 命によりまして、文教厚生委員会の報告をいたしま

す。

今期市議会定例会において文教厚生委員会に付託になりました案件について、審査の経

過と結果を会議規則第39条第１項の規定に基づきご報告を申し上げます。

当委員会は、３月13日午後１時30分から第２委員会室において開催し、委員全員出席、

執行部より関係部課長の出席を求め、審査を行いました。

審査は、議案第19号 笠間市民体育館の設置及び管理に関する条例、議案第20号 笠間

市岩間総合運動公園設置及び管理に関する条例、議案第21号 笠間市笠間武道館の設置及

び管理に関する条例、議案第22号 笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例

の４件であります。

各議案については、それぞれの執行部により説明を受け、各委員から質疑があり、執行

部から答弁がありました。

審査の結果、議長あてに提出いたしました委員会審査報告書のとおり、議案第19号ない

し議案第22号については、全会一致により議案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

各議員におかれましては、よろしく審議の上、ご賛同を賜りますようお願い申し上げま

して、報告を終わります。

以上です。

○議長（石崎勝三君） 委員長の報告が終わりました。
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これより委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） 質疑を終わります。

これより討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終わります。

これより採決に入ります。

初めに、議案第19号 笠間市民体育館の設置及び管理に関する条例を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第20号 笠間市岩間総合運動公園の設置及び管理に関する条例を採決いたし

ます。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第21号 笠間市笠間武道館の設置及び管理に関する条例を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第22号 笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例を採決いたし

ます。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

議案第２９号 字の区域の変更について

○議長（石崎勝三君） 日程第６、今期市議会定例会において産業経済委員会に付託にな
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りました議案第29号 字の区域の変更についてを議題といたします。

産業経済委員会委員長から審査の経過と結果についてご報告願います。

委員長上野 登君。

〔産業経済委員長 上野 登君登壇〕

○産業経済委員長（上野 登君） 今期市議会定例会において産業経済委員会に付託にな

りました案件について、審査の経過と結果を会議規則第39条第１項の規定に基づきご報告

申し上げます。

当委員会は、３月13日午後１時から第１委員会室において開催し、委員全員出席、執行

部より関係部課長等の出席を求め、審査を行いました。

審査は、議案第29号 字の区域の変更についての１議案であり、執行部より説明を受け、

各委員からの質疑があり、執行部から答弁がなされました。

審査の結果、議長あてに提出いたしました委員会審査報告書のとおり、議案第29号 字

の区域の変更については、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定した次第で

あります。

各議員におかれましては、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げま

して、報告といたします。

○議長（石崎勝三君） 委員長の報告が終わりました。

これより委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） 質疑を終わります。

これより討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終わります。

これより本案を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

議案第３０号 市道路線の廃止及び認定について

○議長（石崎勝三君） 日程第７、今期市議会定例会において土木建設委員会に付託にな

りました議案第30号 市道路線の廃止及び認定についてを議題といたします。

土木建設委員会委員長から審査の経過と結果についてご報告を願います。

委員長常井好美君。

〔土木建設委員長 常井好美君登壇〕
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○土木建設委員長（常井好美君） 今期市議会定例会において土木建設委員会に付託にな

りました案件について、審査の経過と結果を会議規則第39条第１項の規定に基づきご報告

を申し上げます。

当委員会は、３月12日午前10時から第４委員会室において開催し、委員全員出席、執行

部より関係部課長の出席を求め、審査を行いました。

審査は、議案第30号 市道路線の廃止及び認定についての議案１件であり、執行部より

説明を受け、各委員から質疑があり、執行部から答弁がなされました。

審査の結果、議長あてに提出いたしました委員会審査報告書のとおり、議案第30号 市

道路線の廃止及び認定については、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定い

たした次第であります。

各議員におかれましては、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げて、

ご報告といたします。

○議長（石崎勝三君） 委員長の報告が終わりました。

これより委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） 質疑を終わります。

これより討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終わります。

これより本案を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

議案第３１号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更について

議案第３２号 茨城租税債権管理機構規約の変更について

○議長（石崎勝三君） 日程第８、今期市議会定例会において総務委員会に付託になりま

した議案第31号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更について及び議案第32号 茨城租

税債権管理機構規約の変更についてを一括議題といたします。

総務委員会委員長から審査の経過と結果についてご報告願います。

委員長海老澤 勝君。

〔総務委員長 海老澤 勝君登壇〕

○総務委員長（海老澤 勝君） 今期市議会定例会において総務委員会に付託になりまし

た案件について、審査の経過と結果を会議規則第39条第１項の規定に基づきご報告申し上

－２５６－



げます。

当委員会は、３月12日午前10時から第１委員会室において開催し、委員全員出席、執行

部より関係部課長等の出席を求め、審査を行いました。

審査は、議案第31号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更について、議案第32号 茨

城租税債権管理機構規約の変更についての２議案であり、執行部より説明を受け、各委員

からの質疑があり、執行部から答弁がなされました。

審査の結果、議長あてに提出いたしました委員会審査報告書のとおり、議案第31号及び

議案第32号については、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定した次第であ

ります。

各議員におかれましては、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げま

して、ご報告といたします。

○議長（石崎勝三君） 委員長の報告が終わりました。

これより委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） 質疑を終わります。

これより討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終わります。

これより採決に入ります。

初めに、議案第31号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更についてを採決いたし

ます。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第32号 茨城租税債権管理機構規約の変更についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

議案第３３号 笠間地方広域事務組合規約の変更について

議案第３４号 笠間・水戸環境組合規約の変更について

議案第３５号 茨城地方広域環境事務組合規約の変更について

議案第３６号 筑北環境衛生組合規約の変更について
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議案第３７号 水戸地方広域市町村圏事務組合規約の変更について

○議長（石崎勝三君） 日程第９、今期市議会定例会において文教厚生委員会に付託にな

りました議案第33号 笠間地方広域事務組合規約の変更についてから議案第37号 水戸地

方広域市町村圏事務組合規約の変更についてまでの５議案を一括議題といたします。

文教厚生委員会委員長から審査の経過と結果についてご報告を願います。

委員長海老澤勝男君。

〔文教厚生委員長 海老澤勝男君登壇〕

○文教厚生委員長（海老澤勝男君） 文教厚生委員会の報告をいたします。

今期市議会定例会において文教厚生委員会に付託になりました案件について、審査の経

過と結果を会議規則第39条第１項の規定に基づきご報告を申し上げます。

当委員会は、３月13日午後１時30分から第２委員会室において開催し、委員全員出席、

執行部より関係部課長等の出席を求め、審査を行いました。

審査は、議案第33号 笠間地方広域事務組合規約の変更について、議案第34号 笠間・

水戸環境組合規約の変更について、議案第35号 茨城地方広域環境事務組合規約の変更に

ついて、議案第36号 筑北環境衛生組合規約の変更について、議案第37号 水戸地方広域

市町村圏事務組合規約の変更についての５議案であります。

各議案については、それぞれ執行部より説明を受け、各委員からの質疑があり、執行部

から答弁がありました。

審査の結果、議長あてに提出いたしました委員会審査報告書のとおり、議案第33号ない

し議案第37号については、全会一致によりまして、原案のとおり可決すべきものと決定を

されました。

各議員におかれましては、よろしく審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまし

て、ご報告といたします。

○議長（石崎勝三君） 委員長の報告が終わりました。

これより委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） 質疑を終わります。

これより討論を行いますが、通告がありませんので、討論を終わります。

これより採決に入ります。

初めに、議案第33号 笠間地方広域事務組合規約の変更についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可
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決されました。

次に、議案第34号 笠間・水戸環境組合規約の変更についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第35号 茨城地方広域環境事務組合規約の変更についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第36号 筑北環境衛生組合規約の変更についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第37号 水戸地方広域市町村圏事務組合規約の変更についてを採決いたしま

す。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

議案第４９号 平成１９年度笠間市一般会計予算

議案第５０号 平成１９年度笠間市国民健康保険特別会計予算

議案第５１号 平成１９年度笠間市老人保健特別会計予算

議案第５２号 平成１９年度笠間市介護保険特別会計予算

議案第５３号 平成１９年度笠間市介護サービス事業特別会計予算

議案第５４号 平成１９年度笠間市公共下水道事業特別会計予算

議案第５５号 平成１９年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

議案第５６号 平成１９年度笠間市立病院事業会計予算
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議案第５７号 平成１９年度笠間市笠間水道事業会計予算

議案第５８号 平成１９年度笠間市友部水道事業会計予算

議案第５９号 平成１９年度笠間市岩間水道事業会計予算

議案第６０号 平成１９年度笠間市工業用水道事業会計予算

○議長（石崎勝三君） 日程第10、今期市議会定例会において予算特別委員会に付託にな

りました議案第49号 平成19年度笠間市一般会計予算から議案第60号 平成19年度笠間市

工業用水道事業会計予算の12議案を一括議題といたします。

予算特別委員会委員長から審査の経過と結果についてご報告願います。

委員長常井好美君。

〔予算特別委員長 常井好美君登壇〕

○予算特別委員長（常井好美君） 今期市議会定例会において予算特別委員会に付託にな

りました案件について、審査の経過と結果を会議規則第39条第１項の規定に基づきご報告

申し上げます。

当委員会は、３月14、15、16日の３日間にわたり、午前10時から議員全員協議会室にお

いて開催し、執行部より関係部課長等の出席を求め、審査を行いました。

審査は、議案第49号 平成19年度笠間市一般会計予算、議案第50号 平成19年度笠間市

国民健康保険特別会計予算、議案第51号 平成19年度笠間市老人保健特別会計予算、議案

第52号 平成19年度笠間市介護保険特別会計予算、議案第53号 平成19年度笠間市介護サ

ービス事業特別会計予算、議案第54号 平成19年度笠間市公共下水道事業特別会計予算、

議案第55号 平成19年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算、議案第56号 平成19年度

笠間市立病院事業会計予算、議案第57号 平成19年度笠間市笠間水道事業会計予算、議案

第58号 平成19年度笠間市友部水道事業会計予算、議案第59号 平成19年度笠間市岩間水

道事業会計予算、議案第60号 平成19年度笠間市工業用水道事業会計予算についての議案

12件であり、それぞれ課ごとに説明を受け、各委員からの質疑があり、執行部から答弁が

されました。

審査の過程において各委員から出されました主な質疑につきましては、別紙配付させて

いただきました質疑一覧のとおりでありますので、ごらんいただきたいと思います。

各議案の採決の結果、議案第49号 平成19年度笠間市一般会計予算、議案第50号 平成

19年度笠間市国民健康保険特別会計予算、議案第52号 平成19年度笠間市介護保険特別会

計予算、議案第54号 平成19年度笠間市公共下水道事業特別会計予算については、賛成多

数により原案のとおり可決すべきものと決しました。

また、議案第51号 平成19年度笠間市老人保健特別会計予算、議案第53号 平成19年度

笠間市介護サービス事業特別会計予算、議案第55号 平成19年度笠間市農業集落排水事業

特別会計予算、議案第56号 平成19年度笠間市立病院事業会計予算、議案第57号 平成19
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年度笠間市笠間水道事業会計予算、議案第58号 平成19年度笠間市友部水道事業会計予算、

議案第59号 平成19年度笠間市岩間水道事業会計予算、議案第60号 平成19年度笠間市工

業用水道事業会計予算については、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定し

た次第であります。

各議員におかれましては、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げま

して、ご報告といたします。

○議長（石崎勝三君） 委員長の報告が終わりました。

これより委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） 質疑を終わります。

これより討論を行います。

通告がありますので、順に発言を許可いたします。

７番鈴木貞夫君。

〔７番 鈴木貞夫君登壇〕

○７番（鈴木貞夫君） 日本共産党の鈴木貞夫です。

議案第49号 平成19年度笠間市一般会計予算に、反対の討論を行います。

予算案の歳入に市税が９億 6,600万円、前年度比11.6％増となっています。三位一体の

改革により税源移譲によるものとされます。しかし、住民税の一律10％、さらには定率減

税、高齢者控除等の廃止による所得の低い人、高齢者への増税がもたらしたものであって、

喜べる内容ではありません。この増税は、国保、介護保険への増税にも及び、今でさえ市

民税、国保税等に多額な滞納があり、さらに増加し、市の財政を圧迫することが明らかで

す。

また、市債について、今年度は前年度比16.6％となる35億 1,500万円、公債費は25億

2,615万円です。一般会計の市債は、既に 550億円という残高になっております。合併特

例債を予定どおり使用していくと、負債は増加していきます。合併特例債は市債です。そ

の67％を地方交付税として国が負担するとしています。しかし、今後、地方交付税そのも

のが減少していく傾向にあり、その中に合併特例債の返済が含まれてくれば、市財政の硬

直を招き、次世代への負担となり、認めるわけにはいきません。

次に、補助金について、 162件、８億 9,000万円が計上されています。団体名のみで、

その事業、決算等がわかりません。今までの事業等を明らかにする必要があります。

既にその事業を国が廃止した同和関係の団体があります。人権は市民全体の問題であり、

一部団体の固定した補助は問題です。

福田地区の公共処分場対策協議会50万円、福田地区でどのような活動をしているのか。

処分場建設への対策なら、既に処分場の建設が終わっています。処分場の対策なら、市の

監視委員会が活動しています。補助金は不要です。
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また、遺族連合会特別補助金 133万 9,000円、靖国神社参拝への補助と聞きます。政教

分離に反します。

補助金について審議会が検討中と聞いておりますが、今、中間報告がされています。一

律10％カットでなく、不必要な団体には出すべきではありません。福祉、教育、地場産業

等、地域活性化に力を入れる補助金とすべきではないでしょうか。

また、霞ケ浦事業に 3,961万 2,000円が計上されています。事業が始まって既に30年、

笠間地区においては、当初予定した地域は既に水の使用予定がなく、本戸地区が事業予定

ですが、反対が強く、使用するのか定かでありません。農民に喜ばれない事業となってし

まっている現状では、いつまでこの補助金が続いていくのでしょうか、疑問です。

本予算は、市民の生活、環境を守るものとなっているか疑問です。よって、本予算案に

反対するものです。

議員諸兄の賛同を賜りますようお願いいたしまして、私の討論といたしました。

○議長（石崎勝三君） 16番横倉きん君。

〔16番 横倉きん君登壇〕

○１６番（横倉きん君） 16番、日本共産党の横倉きんです。

議案第50号 平成19年度笠間市国民健康保険特別会計予算について、反対討論を行いま

す。

国保は、自営業、農林水産業、退職者、高齢者などの方々で構成され、経済的基盤の弱

い人たちが多く、国保の財政基盤はもともと脆弱なものです。そのため、公的医療保険制

度の中で、唯一社会保障制度として位置づけられています。

ところが、臨調行革のもと、市町村国保への国庫支出金が、1984年から2004年の20年間

で49.8％から34.5％まで削減されました。このことは国保財政を直撃し、相次ぐ国保税の

値上げで負担は重くなり、滞納者の増加という悪循環に陥っています。国民健康保険をめ

ぐる情勢は一層悪化しております。

政府の構造改革により、失業やリストラ、非正規雇用労働者がふえ、国保に占める無職

者の割合は、民意での調査では約半数になっています。年金、医療など社会保障の連続改

悪、さらに老年者控除や定率減税の廃止、公的年金等控除の縮小など、国保税に連動し、

収入が減っているにもかかわらず課税所得が上がり、国保税は高くなり、負担能力を超え

ています。

国保滞納世帯は、笠間市では、平成18年６月１日現在で18％、 2,889世帯になっていま

す。この４割が、短期保険証の発行になっております。医者にかかりづらくなっています。

また、窓口10割払いの資格証明書を発行されている人たちは、一般の保険証が交付されて

いる方に比べ、医療施設の利用率は 100分の１まで低下していると言われています。

こうした制裁措置にもかかわらず、国保税の滞納世帯はふえ、収納率向上には余り役立

っていません。社会保障及び国民保健の向上を目的とし、住民に医療を保障するための制
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度である国保が、逆に社会的弱者を医療から排除しています。国保行政は自治事務であり、

個別の対応は市の裁量にゆだねられています。

一般財源の繰り入れなど、国保税を引き下げる市独自の努力はどうしても必要です。申

請減免についても、減免条例や規則を拡充し、生活実態に即した免除、軽減が図られるよ

う最大限の努力を行い、安心して暮らせる国保制度に改めることを求めるものです。

議員の皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、討論を終わります。

○議長（石崎勝三君） 討論を終わります。

ここで暫時休憩いたします。

なお、11時10分から再開いたします。

午前１１時０１分休憩

午前１１時１３分再開

○議長（石崎勝三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより採決に入ります。

初めに、議案第49号 平成19年度笠間市一般会計予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（石崎勝三君） 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決

されました。

次に、議案第50号 平成19年度笠間市国民健康保険特別会計予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（石崎勝三君） 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決

されました。

次に、議案第51号 平成19年度笠間市老人保健特別会計予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第52号 平成19年度笠間市介護保険特別会計予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第53号 平成19年度笠間市介護サービス事業特別会計予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第54号 平成19年度笠間市公共下水道事業特別会計予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第55号 平成19年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第56号 平成19年度笠間市立病院事業会計予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第57号 平成19年度笠間市笠間水道事業会計予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第58号 平成19年度笠間市友部水道事業会計予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。
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本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第59号 平成19年度笠間市岩間水道事業会計予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

次に、議案第60号 平成19年度笠間市工業用水道事業会計予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可

決されました。

議案第６１号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

議案第６２号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

議案第６３号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

議案第６４号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

議案第６５号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて

○議長（石崎勝三君） 日程第11、議案第61号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意

を求めることについてから議案第65号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求める

ことについてまでの５議案を一括議題といたします。

提案者の説明を求めます。

市長山口伸樹君。

〔市長 山口伸樹君登壇〕

○市長（山口伸樹君） 議案第61号から第65号で提出しております笠間市政治倫理審査会

委員の選任に同意を求めることについての提案理由を申し上げます。

この５件の議案は、笠間市政治倫理条例第10条第１項の規定に基づき、政治倫理確立の

ために設置する審査会の委員について、同条第３項の規定により、専門知識を有する委員

として弁護士の後藤直樹氏、公認会計士の大林直樹氏の２名、また公募による委員として

深澤東洋氏、桑名紘一氏、稲見則子氏の３名、合わせて５名の選任について議会の同意を
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求めるものであります。

なお、この５名の方々については、お手元に配付しました経歴書のとおりであり、審査

会の委員としてふさわしい方々であります。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（石崎勝三君） 提案者の説明が終わりました。

これより質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） 質疑を終わります。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第61号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を

求めることについてから議案第65号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めるこ

とについてまでの５議案については、会議規則第37条第３項の規定により委員会の付託並

びに討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認め、そのように決しました。

これより採決に入ります。

初めに、議案第61号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについてを

採決いたします。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意するこ

とに決定しました。

次に、議案第62号を採決いたします。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意するこ

とに決定しました。

次に、議案第63号を採決いたします。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意するこ

とに決定しました。
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次に、議案第64号を採決いたします。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意するこ

とに決定しました。

次に、議案第65号を採決いたします。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意するこ

とに決定しました。

議案第６６号 笠間市監査委員の選任に同意を求めることについて

○議長（石崎勝三君） 日程第12、議案第66号 笠間市監査委員の選任に同意を求めるこ

とについてを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

市長山口伸樹君。

〔市長 山口伸樹君登壇〕

○市長（山口伸樹君） 議案第66号 笠間市監査委員の選任に同意を求めることについて

の提案理由を申し上げます。

識見を有する者から選任する監査委員については、昨年６月の地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴い、地方公共団体の実情に応じて、同法第 195条第２項ただし書きに

より条例でその数を増加することができることとなりましたが、笠間市においても、監査

機能の充実を図る観点から、今般、税理士である海野隆夫氏にお願いいたしたく、地方自

治法第 196条第１項の規定により議会の同意を求めるものであります。

海野隆夫氏は、お手元に配付しました経歴書のとおり、関東信越税理士会理事も務める

現役の税理士であり、監査委員としてふさわしい方であります。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（石崎勝三君） 提案者の説明が終わりました。

これより質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） 質疑を終わります。

お諮りいたします。
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本案は、会議規則第37条第３項の規定により委員会の付託並びに討論を省略し、直ちに

採決をいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認め、そのように決しました。

これより本案を採決いたします。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意するこ

とに決定しました。

委員会提出議案第２号 笠間市議会委員会条例の一部を改正する条例

○議長（石崎勝三君） 日程第13、委員会提出議案第２号 笠間市議会委員会条例の一部

を改正する条例を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

議会運営委員会委員長市村博之君。

〔議会運営委員長 市村博之君登壇〕

○議会運営委員長（市村博之君） 委員会提出議案第２号 笠間市議会委員会条例の一部

を改正する条例、上記の議案を別紙のとおり地方自治法第 109条第７項及び会議規則第14

条第２項の規定により提出するものであります。

平成19年３月23日

笠間市議会 石崎勝三様

提出者 議会運営委員会 委員長 市村博之

提案理由でありますが、行政組織機構の見直しに伴い、笠間市議会委員会条例の一部を

改正する必要が生じたため、本案を提出するものであります。

それでは、改正の内容につきましてご説明させていただきます。

まず、第２条第１号の総務委員会の所管事項に関する規定でありますが、これまで笠間

及び岩間支所の地域総務課、税務課が所管でありましたが、今回の組織機構の見直しによ

り総務部の直轄となるため、コの各支所の地域総務課、税務課の所管に関する事項を削り、

サのその他の委員会の所管に属さない事項をコに繰り上げるものであります。

次に、第２条第２号の文教厚生委員会の所管に関する規定でありますが、今回の組織機

構の見直しにより、保健福祉部が福祉部に名称が変わり、そして新たに保健衛生部が設置

されることと及び笠間、岩間支所の市民窓口課、生活課、福祉課がそれぞれ市民生活部、

福祉部の直轄となるため、イの保健福祉部を福祉部に改め、ウに新たに保健衛生部の所管
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に関する事項を加えることにより、教育委員会の所管に関する事項をエに改めるものであ

ります。

次に、第２条第３号の改正でありますが、産業経済委員会の所管の中で、笠間支所及び

岩間支所の産業振興課が産業経済部農政課の直轄の分室となるため、ウの各支所の産業振

興課の所管に関する事項を削るものであります。

次に、第２条第４号の改正でありますが、土木建設委員会の所管の中で、笠間支所及び

岩間支所の道路整備課が都市建設部の直轄となるため、ウの各支所の道路整備課の所管に

関する事項を削るものであります。

附則でありますが、この規則は平成19年４月１日から施行するものであります。

議員各位におかれましては、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明

といたします。

○議長（石崎勝三君） 提案者の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） 質疑を終わります。

本案は、会議規則第37条第２項の規定により委員会の付託がありませんので、討論を省

略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認め、そのように決しました。

これより採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。

閉会の宣告

○議長（石崎勝三君） これで本日の日程はすべて終了し、今期市議会定例会に提出され

た議案の審議も全部議了いたしました。

以上をもちまして、平成19年第１回笠間市議会定例会を閉会といたします。

長い期間大変ご苦労さまでございました。

午前１１時３３分閉会
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する

笠間市議会議長 石 崎 勝 三

署 名 議 員 野 口 圓

署 名 議 員 鈴 木 裕 士
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